
泊発電所３号炉　前回審査資料に対する記載適正化箇所リスト

No 資料名称 該当ページ 適正化内容 備考

1

泊発電所３号炉　「実用発電用原子炉に係る発電用原
子炉設置者の重大事故の発生及び拡大の防止に必要な
措置を実施するために必要な技術的能力に係る審査基
準」に係る適合状況説明資料
1.12　発電所外への放射性物質の拡散を抑制するため
の手順等（SAT112 r.10.0）

全般

全角／半角の修正
（修正箇所のマーキングは未実施）

2

泊発電所３号炉　「実用発電用原子炉に係る発電用原
子炉設置者の重大事故の発生及び拡大の防止に必要な
措置を実施するために必要な技術的能力に係る審査基
準」に係る適合状況説明資料
1.12　発電所外への放射性物質の拡散を抑制するため
の手順等（SAT112 r.10.0）

1.12-21,26,28,37,49,51,54

操作の成立性
記載の適正化（下線部参照）
（旧）円滑に作業ができるように
（新）円滑に作業できるように

3

泊発電所３号炉　「実用発電用原子炉に係る発電用原
子炉設置者の重大事故の発生及び拡大の防止に必要な
措置を実施するために必要な技術的能力に係る審査基
準」に係る適合状況説明資料
1.12　発電所外への放射性物質の拡散を抑制するため
の手順等（SAT112 r.10.0）

1.12-65,72,80

記載の適正化

概要図の凡例の表記を見直し（縦一列の表記から横スペースも活用した表記
へ見直すことにより，概要図全体の見やすさの改善を図った）

4

泊発電所３号炉　「実用発電用原子炉に係る発電用原
子炉設置者の重大事故の発生及び拡大の防止に必要な
措置を実施するために必要な技術的能力に係る審査基
準」に係る適合状況説明資料
1.12　発電所外への放射性物質の拡散を抑制するため
の手順等（SAT112 r.10.0）

1.12-83～85,124,125

記載の適正化

添付資料番号のうち枝番号の附番方法について，女川２号炉及び大飯3/4号
炉の審査実績を踏まえて各審査項目と統一を図った。

5

泊発電所３号炉　「実用発電用原子炉に係る発電用原
子炉設置者の重大事故の発生及び拡大の防止に必要な
措置を実施するために必要な技術的能力に係る審査基
準」に係る適合状況説明資料
1.12　発電所外への放射性物質の拡散を抑制するため
の手順等（SAT112 r.10.0）

1.12-84,85

記載の適正化（下線部参照）

【添付資料1.12.1】
（旧）「非常用取水設備」は「既設」
（新）「非常用取水設備」は「既設，新設」

「非常用取水設備」の「既設」と「新設」の内訳
既設：取水口，取水路，取水ピットスクリーン室，取水ピットポンプ室
新設：貯留堰

6

泊発電所３号炉　「実用発電用原子炉に係る発電用原
子炉設置者の重大事故の発生及び拡大の防止に必要な
措置を実施するために必要な技術的能力に係る審査基
準」に係る適合状況説明資料
1.12　発電所外への放射性物質の拡散を抑制するため
の手順等（SAT112 r.10.0）

1.12-84,85

添付資料1.12.1
審査基準，基準規則と対処設備との対応表（2/3），（3/3）
記載の適正化（下線部参照）
（旧）自主対策設備とする理由は本文参照
（新）自主対策とする理由は本文参照

技術的能力 1.12 発電所外への放射性物質の拡散を抑制するための手順等
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No 資料名称 該当ページ 適正化内容 備考

7

泊発電所３号炉　「実用発電用原子炉に係る発電用原
子炉設置者の重大事故の発生及び拡大の防止に必要な
措置を実施するために必要な技術的能力に係る審査基
準」に係る適合状況説明資料
1.12　発電所外への放射性物質の拡散を抑制するため
の手順等（SAT112 r.10.0）

1.12-87

添付資料1.12.3
4.作業の成立性
記載の適正化（下線部参照）

（旧）
放水砲はホース延長・回収車（放水砲用）を用いて運搬する。
ホース延長・回収車（放水砲用）による可搬型ホースの敷設は，ホース延
長・回収車（放水砲用）を運転し，移動しながら可搬型ホースが車上から引
き出されることで敷設されることから，作業員が後方から徒歩にて追随しな
がら可搬型ホースの敷設状況を確認していく作業であり容易である。また，
可搬型ホースの接続は汎用の結合金具であり，容易に接続可能である。
また，海水取水箇所に吊り下げて設置する水中ポンプは，可搬型大容量海水
送水ポンプ車の車載搭載型クレーン，チェーンブロック等を使用して設置す
ることから容易にできる。
（新）
放水砲は，ホース延長・回収車（放水砲用）を用いて運搬する。
ホース延長・回収車（放水砲用）による可搬型ホースの敷設は，ホース延
長・回収車（放水砲用）を運転し，ホース敷設ルートを移動しながら可搬型
ホースが車上から引き出されることで敷設されることから，作業員が後方か
ら徒歩にて追随しながら可搬型ホースの敷設状況を確認していく作業であり
容易に実施可能である。また，可搬型ホースの接続は，汎用の結合金具を使
用しており，容易に実施可能である。
海水取水箇所に吊り下げて設置する水中ポンプは，可搬型大容量海水送水ポ
ンプ車の車載搭載型クレーン，チェーンブロック等を使用することから，容
易に設置できる。

8

泊発電所３号炉　「実用発電用原子炉に係る発電用原
子炉設置者の重大事故の発生及び拡大の防止に必要な
措置を実施するために必要な技術的能力に係る審査基
準」に係る適合状況説明資料
1.12　発電所外への放射性物質の拡散を抑制するため
の手順等（SAT112 r.10.0）

1.12-99

添付資料1.12.11
表中の字の見切れを適正化した。
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No 資料名称 該当ページ 適正化内容 備考

9

泊発電所３号炉　「実用発電用原子炉に係る発電用原
子炉設置者の重大事故の発生及び拡大の防止に必要な
措置を実施するために必要な技術的能力に係る審査基
準」に係る適合状況説明資料
1.12　発電所外への放射性物質の拡散を抑制するため
の手順等（SAT112 r.10.0）

1.12-103

添付資料1.12.13-(1)
4.作業の成立性
記載の適正化（下線部参照）

（旧）
ホース延長・回収車（送水車用）による可搬型ホース敷設は，ホース延長・
回収車（送水車用）を運転しホース敷設ルートを移動しながら可搬型ホース
が車上から引き出されることで敷設されることから，敷設された可搬型ホー
スを確認しながら作業員がホース延長・回収車（送水車用）の後方から徒歩
にて追随していく作業であり容易である。また，可搬型ホースの接続は汎用
の結合金具により容易かつ確実に接続できる。
代替給水ピットへ挿入する吸管は可搬型大型送水ポンプ車に搭載されてお
り，人力で挿入できる。
（新）
ホース延長・回収車（送水車用）による可搬型ホースの敷設は，ホース延
長・回収車（送水車用）を運転し，ホース敷設ルートを移動しながら可搬型
ホースが車上から引き出されることで敷設されることから，作業員が後方か
ら徒歩にて追随しながら可搬型ホースの敷設状況を確認していく作業であり
容易に実施可能である。また，可搬型ホースの接続は，汎用の結合金具を使
用しており，容易に実施可能である。
代替給水ピットへ挿入する吸管は，可搬型大型送水ポンプ車に搭載されてお
り，人力で挿入できる。

10

泊発電所３号炉　「実用発電用原子炉に係る発電用原
子炉設置者の重大事故の発生及び拡大の防止に必要な
措置を実施するために必要な技術的能力に係る審査基
準」に係る適合状況説明資料
1.12　発電所外への放射性物質の拡散を抑制するため
の手順等（SAT112 r.10.0）

1.12-105

添付資料1.12.13-(2)
4.作業の成立性
記載の適正化（下線部参照）

（旧）
ホース延長・回収車（送水車用）による可搬型ホース敷設は，ホース延長・
回収車（送水車用）を運転しホース敷設ルートを移動しながら可搬型ホース
が車上から引き出されることで敷設されることから，敷設された可搬型ホー
スを確認しながら作業員がホース延長・回収車（送水車用）の後方から徒歩
にて追随していく作業であり容易である。また，可搬型ホースの接続は汎用
の結合金具により容易かつ確実に接続できる。
原水槽へ挿入する吸管は可搬型大型送水ポンプ車に搭載されており，人力で
挿入できる。
（新）
ホース延長・回収車（送水車用）による可搬型ホースの敷設は，ホース延
長・回収車（送水車用）を運転し，ホース敷設ルートを移動しながら可搬型
ホースが車上から引き出されることで敷設されることから，作業員が後方か
ら徒歩にて追随しながら可搬型ホースの敷設状況を確認していく作業であり
容易に実施可能である。また，可搬型ホースの接続は，汎用の結合金具であ
り，容易に実施可能である。
原水槽へ挿入する吸管は，可搬型大型送水ポンプ車に搭載されており，人力
で挿入できる。
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No 資料名称 該当ページ 適正化内容 備考

11

泊発電所３号炉　「実用発電用原子炉に係る発電用原
子炉設置者の重大事故の発生及び拡大の防止に必要な
措置を実施するために必要な技術的能力に係る審査基
準」に係る適合状況説明資料
1.12　発電所外への放射性物質の拡散を抑制するため
の手順等（SAT112 r.10.0）

1.12-107

添付資料1.12.13-(3)
4.作業の成立性
記載の適正化（下線部参照）

（旧）
ホース延長・回収車（送水車用）による可搬型ホース敷設は，ホース延長・
回収車（送水車用）を運転しホース敷設ルートを移動しながら可搬型ホース
が車上から引き出されることで敷設されることから，敷設された可搬型ホー
スを確認しながら作業員がホース延長・回収車（送水車用）の後方から徒歩
にて追随していく作業であり容易である。また，可搬型ホースの接続は汎用
の結合金具により容易かつ確実に接続できる。
海水取水箇所に吊り下げて設置する水中ポンプは軽量なものであり人力で降
下設置できる。
（新）
ホース延長・回収車（送水車用）による可搬型ホースの敷設は，ホース延
長・回収車（送水車用）を運転し，ホース敷設ルートを移動しながら可搬型
ホースが車上から引き出されることで敷設されることから，作業員が後方か
ら徒歩にて追随しながら可搬型ホースの敷設状況を確認していく作業であり
容易に実施可能である。また，可搬型ホースの接続は，汎用の結合金具であ
り，容易に実施可能である。
海水取水箇所に吊り下げて設置する水中ポンプは，軽量なものであり人力で
降下設置できる。

12

泊発電所３号炉　「実用発電用原子炉に係る発電用原
子炉設置者の重大事故の発生及び拡大の防止に必要な
措置を実施するために必要な技術的能力に係る審査基
準」に係る適合状況説明資料
1.12　発電所外への放射性物質の拡散を抑制するため
の手順等（SAT112 r.10.0）

1.12-111

添付資料1.12.15
4.作業の成立性
記載の適正化（下線部参照）

（旧）
放水砲及び泡混合設備はホース延長・回収車（放水砲用）を用いて運搬でき
る。
ホース延長・回収車（放水砲用）による可搬型ホース敷設は，ホース延長・
回収車（放水砲用）を運転しホース敷設ルートを移動しながら可搬型ホース
が車上から引き出されることで敷設されることから，敷設された可搬型ホー
スを確認しながら作業員がホース延長・回収車（放水砲用）の後方から徒歩
にて追随していく作業であり容易である。また，可搬型ホースの接続は汎用
の結合金具であり，容易に接続可能である。
海水取水箇所に吊り下げて設置する水中ポンプは，可搬型大容量海水送水ポ
ンプ車の車載搭載型クレーン，チェーンブロック等を使用して設置する。
（新）
放水砲及び泡混合設備は，ホース延長・回収車（放水砲用）を用いて運搬す
る。
ホース延長・回収車（放水砲用）による可搬型ホースの敷設は，ホース延
長・回収車（放水砲用）を運転し，ホース敷設ルートを移動しながら可搬型
ホースが車上から引き出されることで敷設されることから，作業員が後方か
ら徒歩にて追随しながら可搬型ホースの敷設状況を確認していく作業であり
容易に実施可能である。また，可搬型ホースの接続は，汎用の結合金具であ
り，容易に実施可能である。
海水取水箇所に吊り下げて設置する水中ポンプは，可搬型大容量海水送水ポ
ンプ車の車載搭載型クレーン，チェーンブロック等を使用することから，容
易に設置できる。
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No 資料名称 該当ページ 適正化内容 備考

13

泊発電所３号炉　「実用発電用原子炉に係る発電用原
子炉設置者の重大事故の発生及び拡大の防止に必要な
措置を実施するために必要な技術的能力に係る審査基
準」に係る適合状況説明資料
1.12　発電所外への放射性物質の拡散を抑制するため
の手順等（SAT112 r.10.0）

1.12-122

添付資料1.12.20-(2)
注記を上付き文字とし適正化した。（下線部参照）
（旧）
放射性物質吸着剤*1
セシウム*2
94％以上*3,*4
吸着布*5

（新）

放射性物質吸着剤*1

セシウム*2

94％以上*3,*4

吸着布*5

14

泊発電所３号炉　「実用発電用原子炉に係る発電用原
子炉設置者の重大事故の発生及び拡大の防止に必要な
措置を実施するために必要な技術的能力に係る審査基
準」に係る適合状況説明資料
1.12　発電所外への放射性物質の拡散を抑制するため
の手順等（SAT112 r.10.0）

1.12-122

添付資料1.12.20-(2)
記載の適正化（下線部参照）
（旧）集水桝あたり
（新）集水桝当たり

15

泊発電所３号炉　「実用発電用原子炉に係る発電用原
子炉設置者の重大事故の発生及び拡大の防止に必要な
措置を実施するために必要な技術的能力に係る審査基
準」に係る適合状況説明資料
1.12　発電所外への放射性物質の拡散を抑制するため
の手順等（SAT112 r.10.0）

1.12-123

添付資料1.12.21
・泊は可搬型大容量海水送水ポンプ車を１台のみ使用するため複数台あるう
ちの一台を示すような下記の表現を削除した。
　「１ユニット当たり」，「（１台当たり）」，「を接続し」

・可搬型大容量海水送水ポンプ車の燃料消費量について，運転時間の根拠と
する準備時間の考え方が分かり難い上に，燃料消費量の算出に大きな影響が
ないことから，ポンプ車の準備時間を考慮しないこととし，保守的に168h
（７日間）での燃料消費量に修正した。（下線部参照）
（旧）
可搬型大容量海水送水ポンプ車を接続し，燃料消費率を0.310kL/h（１台当
たり）とし，164.9h（＝24h×７日－3.1h（事故発生から放水開始までの時
間））運転した場合，燃料消費量＝0.310×164.9≒52kLとなる。
（新）
可搬型大容量海水送水ポンプ車の燃料消費率を0.310kL/hとし，168h（＝24h
×７日）運転した場合，燃料消費量＝0.310×168≒53kLとなる。

・誤記訂正（下線部参照）
（旧）燃料補給会社
（新）燃料供給会社
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